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「慣例」で済ませるリスク 
形骸化しがちな労使協定や就業規則届出の際の労働者
代表選出ですが、おざなりな選出は大きなリスクにつな
がることがあります。 
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2026 年 4 月より、60 歳以上の厚生年金被保険者に適
用される在職老齢年金の支給停止基準額が大幅に引き
上げられます。 
 
 
03｜「子ども・子育て支援金」の 
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子育てを全世代で支えるための「子ども・子育て支援金」
制度が 2026 年 4 月から始まります。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜生きるための表現手引き 

（NewsPicks パブリッシング） 
著者の渡邉康太郎氏は、デザイン・イノベーション会社
Takram のコンテクストデザイナーです。本書で氏は、
表現をプロの特権ではなく、誰もが持つ「内なるものを
外に出す」切実な営みとして捉え直します。「上手さ」や
「役立ち」という評価軸で自らを縛り、表現を諦めてし
まった大人たちへ、その呪縛を解くための本質的な視点
を提示しています。 
核心にあるのは「生きのびる」と「生きる」の対比です。
効率やインフラ維持を優先する時間を「生きのびる」と
するなら、表現はかけがえのない体験を重ねる「生きる」
時間へと日常を変容させる行為です。「あらゆる創作は
模倣の失敗である」という言葉通り、完璧を目指す過程
で生じるズレや「つたなさ」こそが、その人だけの唯一
無二の個性になると説きます。 
日々の会議や対話、ふとした収集。これら小さな積み重
ねが感性を育て、独自の物語を形作ります。成長という
結果を急ぐのではなく、自らの微細な「変化」に気づく
こと。弱さや揺らぎをそのまま外に出すことが、自分や
組織の可能性を拓く「生きるための表現」となります。
表現への敷居を下げ、生き方そのものを優しく問い直す、
静かな力に満ちた一冊です。 
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はじめに 
労働組合のない事業場では、就業規則の作成・変更時の
意見聴取や、36 協定・変形労働時間制協定・賃金控除
に関する労使協定等の締結に際して、「労働者の過半数
を代表する者」（以下、労働者代表）との手続きが必要で
す。 
 
この労働者代表は、単なる形式的なサインをもらう相手
ではありません。「民主的な手続きで選出された代表者」
であることが法律上求められており、選出方法を誤ると、
締結した協定や就業規則の効力そのものが否定される
リスクがあります。 
 
有効性が否定される主なリスク 
労働者代表の選出が無効とみなされる場合、以下のよう
な深刻な結果を招く可能性があります。 
 

リスク 内容 
36 協定の無効 時間外・休日労働の法的根拠が消

え、過去の残業がすべて違法残業
になる 

変形労働時間制
協定の無効 

実労働時間に基づく割増賃金の
遡及払いが発生する 

就業規則変更の
効力が否定 

賃金制度・懲戒規定の不利益変更
が無効とみなされる可能性 

賃金控除協定の
無効 

積立金・財形貯蓄等の控除が労基
法 24 条（賃金の全額払い）に違
反となる 

 
実際の裁判でも、労働者代表の選出がおざなりで手続き
が形式的なものであったことが問題視されるケースは
少なくありません。結果として、36 協定や変形労働時
間制にかかる協定の効力が否定され、割増賃金の追加支
払いが必要となったケースがあります。 
 

労働者代表の要件と禁止事項 
労働者代表として選出できるのは、①労働者の過半数に
支持されており、②使用者側の利益代表者（管理監督者）
でない者、に限られます。管理監督者が代表を兼ねてい
るケースは、選出の有無に関わらず無効とみなされます。 
また、使用者が特定の者を指名・誘導する行為は明確に
禁止されています。「いつもの○○さんにお願いしよう」
という慣例的な運用は、それ自体が有効性を損なうリス
クがあります。 
 
適正な選出方法 
実務上のポイントは「選出の目的、誰が・どんな方法で・
いつ選ばれたか」を記録に残す点です。以下に代表的な
方法を示します。 
 
方法 1︓書面による信任・選出（全体会議活用） 
全従業員が参加する会議の場で候補者を紹介し、「選出
の目的（36 協定締結のためなど）」「候補者氏名」「任期」
を明記した書面を配布。参加者全員に署名・押印または
記名してもらい、過半数の信任を確認する方法 
 
方法 2︓ウェブアンケート・フォーム活用 
Microsoft Forms・Google フォームなどを使い、全従
業員を対象とした電子投票を実施する方法 
 
方法３︓候補者掲示＋回覧・署名による選出 
事業場内の掲示板（または社内メール）で候補者を告示
し、一定期間（例︓5 営業日）内に異議がなければ信任
とみなす方法※ 
 
※方法 3 については厚生労働省が過半数の支持確認が不明確になる

可能性を指摘しているため、可能であれば方法１・２を優先すること

をお勧めします。 

就業規則・労使協定の労働者代表

選出を「慣例」で済ませるリスク 

形骸化しがちな労使協定や就業規則届出の
際の労働者代表選出ですが、おざなりな選出
は大きなリスクにつながることがあります。 
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はじめに 
2025 年 6 月に成立した年金制度改正法により、2026
年 4 月から在職老齢年金制度の支給停止基準額が大幅
に引き上げられることとなりました。今回は、この改正
の概要と、制度の変遷を振り返りながら、高齢者雇用へ
の影響について解説します。 
 
在職老齢年金制度とは 
在職老齢年金制度とは、厚生年金に加入しながら働く
60 歳以上の方について、賃金（月給＋賞与の月額換算）
と老齢厚生年金の月額の合計が一定の基準額を超えた
場合に、年金の一部または全部が支給停止される仕組み
です。 
 
具体的には、①毎月の賃金（標準報酬月額）、②1 年間
の賞与（標準賞与額）を 12 で割った額、③加給年金
額を除いた老齢厚生年金（報酬比例部分）（年額）を
12 で割った額の合計額が基準額を超えたとき、超え
た額の半額が支給停止となります。 

 
なお、老齢基礎年金（国民年金部分）は対象外であり、
減額されることはありません。 
 
2026 年 4 月からの改正内容 
今回の改正では、支給停止の基準額が現行の 51 万円
（2025 年度）から 65 万円に引き上げられます。これ
により、「月給」＋「賞与÷12」＋「年金」の合計が 65

万円に達するまでは年金が減額されなくなるため、多く
の方が年金を満額受給しながら働けるようになります。 
 
過去の制度との比較 
在職老齢年金制度は 1965（昭和 40）年に導入され60
年以上の歴史を持つ制度です。制度はたびたび改正され
てきましたが、特に注目すべきはかつて 60 歳代前半と
65 歳以上で異なる基準額が設けられていたことです。 
 
2020 年改正前まで、60 歳代前半の支給停止基準額は
わずか 28 万円でした。月給と年金の合計が 28 万円を
超えると年金が削られる仕組みだったため、60 代前半
で働く方にとっては非常に厳しいものでした。 
 
現在の制度の影響 
年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられてきた結
果、現在 60 歳代前半に老齢厚生年金（特別支給）を受
給できる対象者について、男性については 2025 年度を
もって経過措置が終了し、女性は 2030 年度までの経過
措置が残っているものの、対象者数は限られています。
それ以降の生まれの方には 60 代前半の年金自体が存在
しません。したがって、在職老齢年金制度の影響を受け
るのは、実質的にはほぼ 65 歳以上の方に限られます。 
 
また、改正後の基準額 65 万円で考えると、賃金と年金
の合計が月額 65 万円を超えるということは、単純に年
換算すれば年収 780 万円以上（年金含む）に相当しま
す。65 歳以上でこの水準の収入を得ている方は、一般
的にはかなりの高所得層であり、それらの一部の人のみ
が在職老齢年金制度の支給停止の対象となる見込みで
す。 
 
労働力確保を考える上で、この改正は高齢者雇用を前向
きに考えることができる要素の一つになるでしょう。

在職老齢年金の支給停止基準額

引き上げと高齢者雇用について 

2026 年 4 月より、60 歳以上の厚生年金被
保険者に適用される在職老齢年金の支給停
止基準額が大幅に引き上げられます。 
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はじめに 
急速に進む少子化への対策として、2026 年 4 月分保険
料（5 月天引き分）より、新たに「子ども・子育て支援
金」の徴収が始まります。本制度は公的医療保険（健康
保険・国民健康保険など）に上乗せする形で徴収される
ため、給与計算上の対応が求められます。以下、制度の
目的・使途・保険料率・徴収時期・今後のスケジュール
を解説します。 
 
制度の目的と背景 
政府は「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、
少子化・人口減少を社会全体の課題と位置づけています。
この「子ども・子育て支援金」は、全世代で子育て世帯
を支える仕組みとして、子どもがいない世帯や高齢者、
事業主も含めたすべての公的医療保険加入者が拠出す
る仕組みとなっています。 
 
支援金の使途（6 項目に限定） 
集められた支援金は「子ども・子育て支援法」によって
使途が厳格に限定されており、下記の 6 つの事業以外に
は使用されません。使途を変更するには国会で法律を改
正する必要があるため、他の目的に流用される心配はな
いとされています。 
 

事業名 内容・開始時期 
児童手当の抜本
的拡充 

所得制限の撤廃、高校生年代まで延長、
第 3 子以降は月 3 万円に増額（令和 6 年
10 月より実施済） 

妊婦のための支
援給付 

妊娠届出時 5 万円＋妊娠後期以降（出産
予定日の 8 週前以降）に胎児数×5 万円
を支給。（令和 7 年 4 月より制度化） 

こども誰でも通
園制度 

保護者の就労要件を問わず時間単位で
保育所等を利用できる「乳児等支援給
付」（令和 8 年 4 月より全市町村で給付
化） 

出生後休業支援
給付 

子の出生後の一定期間に男女で育休を
取得した場合、育児休業給付と合わせて
最大28日間手取り10割相当の給付（令
和 7 年 4 月より実施） 

育児時短就業給
付 

2 歳未満の子を養育するため時短勤務し
ている場合、時短勤務中の賃金額の
10%を支給（令和 7 年 4 月より実施） 

国民年金第 1 号
被保険者の育児
期間に係る保険
料免除 

自営業・フリーランス等が子の 1 歳到達
まで国民年金保険料の免除を受けられ
る措置（令和 8 年 10 月より実施予定） 

 
保険料率（支援金率） 
支援金は、加入している医療保険を通じて徴収されます。
被用者保険（協会けんぽ・健康保険組合・共済組合）に
ついては、国が一律の支援金率（保険料率）を定めてお
り、令和 8 年度の率は 0.23%です。健康保険料と同様
に労使折半（事業主と被保険者が半分ずつ負担）となり、
賞与にも同率が適用されます。給与 20 万円に対して
460 円（労使それぞれ 230 円ずつ）程度となっていま
す。 
 
被用者保険（協会けんぽ・健康保険組合等）に加入する
従業員については、令和 8 年 4 月分の保険料（通常は 5
月の給与から天引き）より徴収が開始されます。 
なお、育児休業中の被保険者については、健康保険料・
厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。 
 
今後の保険料率の変更スケジュール 
今後、支援金率は 2028 年度まで段階的に引き上げられ
る予定です。令和 10 年度には上限（約 0.4%程度・労
使合計、被保険者個人負担は約 0.2%）に達する見込み
であり、制度の財源規模は法律で上限が定められている
ため、それ以降は際限なく増え続けることはありません。 

「子ども・子育て支援金」の 

徴収開始について 

子育てを全世代で支えるための「子ども・子
育て支援金」制度が 2026 年 4 月から始ま
ります。 


